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▲トレーニング室�

�「税金は　くらしを支える　ちからもち」八潮中学校1年・吉田千晃さん、「税金は　社会の中の　じゅんかつ油」大原中学校3年・大石　翼さん�
　（平成17年度税に関する標語・八潮市教育長賞）�
　7月は、固定資産税・国民健康保険税・介護保険料第2期の納期です。納付には、安全・確実・便利な口座振替を。�

　
実
在
す
る
公
的
機
関
に
よ
く
似
た
名
称

を
使
っ
て
、
支
払
い
の
督
促
や
請
求
を
す

る
手
口
が
増
え
て
い
ま
す
。�

　
い
わ
ゆ
る
「
架
空
・
不
当
請
求
」
で
す
。�

▼
相
談
事
例
１
（
４０
代
女
性
）�

　「
民
事
訴
訟
管
理
局
」
か
ら
、「
訴
状
受

理
通
達
書
」
が
届
い
た
。
内
容
は
、
未
納

料
金
に
対
し
て
指
定
裁
判
所
に
訴
状
が
提

出
さ
れ
、
裁
判
所
が
受
理
し
た
の
で
、
取

り
下
げ
る
な
ら
当
局
が
相
談
に
応
じ
る
か

ら
連
絡
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
。
身
に
覚

え
が
な
い
が
、
放
置
す
る
と
裁
判
所
に
よ

る
強
制
執
行
が
あ
る
と
い
う
の
で
不
安
だ
。�

▼
相
談
事
例
２
（
３０
代
男
性
）�

　「
法
務
局
共
同
管
理
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
、

「
民
法
指
定
消
費
料
金
未
納
分
訴
訟
最
終

通
知
書
」
が
届
い
た
。「
身
に
覚
え
が
な

い
場
合
は
連
絡
を
」
と
あ
っ
た
の
で
、
公

的
機
関
と
思
い
、
電
話
連
絡
し
た
ら
、
身

に
覚
え
の
な
い
支
払
い
を
請
求
さ
れ
た
。�

《
解
　
説
》�

　
公
的
機
関
な
ど
に
よ
る
通
知
と
勘
違
い

さ
せ
る
文
書
で
す
。「
訴
訟
」「
法
務
局
」

と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
法

務
局
と
は
全
く
関
係
な
く
、
ま
た
公
的
な

機
関
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
裁
判
関
係
を
に

お
わ
せ
る
書
類
は
、
一
般
の
消
費
者
に
と

っ
て
馴
染
み
が
な
い
た
め
、
送
付
さ
れ
た

書
類
の
真
偽
を
す
ぐ
に
判
別
す
る
こ
と
は

難
し
く
、
不
安
に
感
じ
る
消
費
者
が
多
い

よ
う
で
す
。
し
か
し
、
具
体
的
な
金
額
や

何
に
対
す
る
料
金
か
と
い
う
こ
と
は
書
か

れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
身
に
覚
え
の

な
い
支
払
い
で
あ
れ
ば
放
置
し
て
お
け
ば

よ
い
と
い
え
ま
す
。�

　
事
例
２
は
、「
身
に
覚
え
が
な
い
場
合
、

連
絡
を
」
と
あ
る
た
め
、
律
儀
に
記
載
さ

れ
て
い
る
電
話
番
号
に
電
話
す
る
と
、
料

金
を
請
求
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
連

絡
す
る
こ
と
で
、
新
た
に
電
話
番
号
な
ど

の
個
人
情
報
を
聞
き
出
さ
れ
、
今
度
は
電

話
な
ど
別
の
手
段
で
請
求
さ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。
連
絡
な
ど
し
な
い
で
無
視

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。�

　「
強
制
執
行
」「
回
収
員
が
自
宅
に
出
向

く
」「
勤
務
先
を
調
査
」
な
ど
、
不
安
を

あ
お
る
よ
う
な
脅
し
文
句
が
書
か
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
身
に
覚
え
が
な

い
請
求
に
対
し
て
消
費
者
が
で
き
る
対
策

は
、
無
視
し
、
脅
し
文
句
に
ひ
る
ま
ず
、

支
払
わ
な
い
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
差
出

人
が
「
裁
判
所
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
封

書
の
場
合
で
、「
裁
判
所
か
ら
の
支
払
督

促
」
や
「
少
額
訴
訟
の
呼
出
状
」
と
思
わ

れ
る
場
合
は
、
書
類
の
真
偽
は
難
し
い
の

で
、
放
置
せ
ず
、
す
ぐ
に
県
や
市
町
村
の

消
費
生
活
相
談
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。�

■問
商
工
振
興
課
�
○内
３
３
６
、
県
消
費
生

活
支
援
セ
ン
タ
ー
春
日
部
�
０４８
・
７３４
・

０
９
９
９�

八
潮
市
図
書
館
資
料
管
理
専
門
員

登
録
の
募
集�

�

　
八
潮
市
立
図
書
館
で
は
、
図
書
館
で

働
く
図
書
館
資
料
管
理
専
門
員
の
登
録

の
募
集
を
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
図

書
館
で
働
い
て
み
ま
せ
ん
か
！�

◆
仕
事
の
内
容�

　
図
書
の
貸
し
出
し
・
返
却
・
排
架
・

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
お
は
な
し
会
・
市
内

遠
隔
地
の
小
学
校
へ
の
な
か
よ
し
ぶ
っ

く
事
業
・
市
内
公
共
施
設
へ
の
配
本
事
業
・

そ
の
他
（
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
を
要
し
ま
す
）�

��������

◆
登
録
用
紙
の
配
布�

　
八
幡
・
八
條
図
書
館
で
配
布
し
て
い

ま
す
が
、
郵
送
希
望
の
方
は
、
封
書
の

表
に
「
図
書
館
資
料
管
理
専
門
員
登
録

用
紙
請
求
」
と
朱
書
し
、
宛
名
を
明
記

し
た
定
形
サ
イ
ズ
の
返
信
用
封
筒
（
８０

円
切
手
貼
付
）
を
同
封
し
て
八
幡
図
書

館
（
〒
３
４
０
―
０
８
１
６
　
八
潮
市

中
央
三
丁
目
３２
番
地
１１
）
ま
で
請
求
し

て
く
だ
さ
い
。�

◆
勤
務
場
所�

　
八
幡
図
書
館
・
八
條
図
書
館�

◆
登
録
有
効
期
間�

　
平
成
１８
年
７
月
１０
日
か
ら
平
成
１９
年

３
月
３１
日
ま
で
有
効
で
す
。
以
前
に
登

録
さ
れ
た
方
で
も
ご
希
望
の
方
は
、
再

登
録
が
必
要
で
す
。�

■
休
館
日
の
お
知
ら
せ�

　
八
幡
・
八
條
図
書
館
　
７
月
３１
日
��

　市では、市民の皆さんの健康維持・増進を目的に、八潮市体育協会・
八潮市レクリエーション協会・八潮市スポーツ少年団との協力によ
り各種事業を展開しています。�
　平成１８年度のスポーツ振興課自主事業では、「シェイプアップアク
アビクス教室」「ステップアップ水泳」「エアロビクス教室」「ウォー
キング講習会」「子供向け教室」「幼児向け教室」など年間を通し、
子どもからお年寄りまで楽しめる教室・講座を企画しています。�
　八潮市体育協会では、市と共催による「市民体育祭」「市内一周駅
伝大会」を開催。また、体育協会加盟の１９団体へ講座等の事業を委
託しています。八潮市レクリエーション協会では、スポーツ・レク
リエーション事業として、加盟１１団体へ講座等の事業を委託してい
ます。八潮市スポーツ少年団では、
６種目（野球、サッカー、ミニバ
スケット、柔道、空手、バレーボ
ール）３６団による青少年の健全育
成事業が行われています。�
　また、文化スポーツセンター内
には、「いつでも　だれでも　安
全に」楽しむことのできるトレー
ニング室を設けています（利用す
るには登録が必要です）。�
　このトレーニング室には、最新
のランニングマシン２台、自転車３台などを配備しています（専属
トレーナーはいませんので、ご利用に際しては十分ご注意ください）。�
　この機会にぜひ、皆さんもスポーツを通じ健康の増進を図ってみ
てはいかがでしょうか。�
■問スポーツ振興課�９９６－５１２６�

Ｑ
　
埼
玉
県
指
定
無
形
文
化
財
の
「
藍
染

長
板
中
型
」
っ
て
、
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る

の
で
す
か
？�

Ａ
　
八
潮
市
の
代
表
的
地
場
産
業
の
一
つ

に
長
板
中
型
藍
染
が
あ
り
ま
す
。�

 

こ
の
長
板
中
型
の
技
術
が
最
も
発
達
し

た
の
は
、
江
戸
時
代
と
さ
れ
て
い
ま
す
。�

歌
舞
伎
役
者
が
、
楽
屋
で
着
る
浴
衣
や
ひ

い
き
筋
に
配
る
手
ぬ
ぐ
い
の
柄
の
デ
ザ
イ

ン
に
人
気
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。�

　
長
板
中
型
の
興
り
は
、
江
戸
時
代
の
「
贅

沢
禁
止
令
」
で
絹
の
贅
沢
品
や
小
紋
、
絞

り
の
着
物
を
着
て
は
な
ら
な
い
禁
止
令
に

対
抗
し
た
、
町
民
の
知
恵
の
よ
う
で
す
。

中
柄
（
型
）
で
表
と
裏
が
同
じ
柄
の
藍
染

め
の
浴
衣
を
着
る
こ
と
が
、「
江
戸
っ
子

の
気
質
」
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
ま
し
た
。�

　
そ
の
後
、
大
正
期
に
大
阪
で
、
注
染
和

晒
の
技
法
が
改
良
さ
れ
、
注
染
本
染
が
盛

ん
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
初
期
に
は
、
電

動
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
を
利
用
し
た
染
色
が

開
発
さ
れ
大
量
生
産
が
可
能
に
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
中
川
や
綾
瀬
川
、
葛
西
用
水
な

ど
の
水
量
が
豊
富
で
清
流
が
流
れ
る
八
潮

市
で
は
、機
械
に
よ
る
注
染
が
、長
板
中
型

に
変
わ
っ
て
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。�

　
市
内
に
は
、
長
板
中
型
の
伝
承
技
術
者

と
し
て
認
め
ら
れ
た
、
埼
玉
県
無
形
文
化

財
指
定
の
初
山
さ
ん
と
大
熊
さ
ん
親
子
の

４
人
が
長
板
中
型
の
継
承
を
し
て
い
ま
す
。�

　
資
料
館
で
は
、
染
色
の
歴
史
と
柄
な
ど

の
収
蔵
品
の
展
示
と
併
せ
て
注
染
の
実
演

と
体
験
を
次
の
と
お
り
、
予
定
し
て
い
ま

す
。�

�

注
染
の
実
演
と
体
験�

■日
８
月
１９
日
�
　
①
午
前
９
時
〜
正
午�

②
午
後
１
時
〜
４
時�

■場
資
料
館�

■対
小
学
生
以
上�

■持
エ
プ
ロ
ン
、
汚
れ
て
も
よ
い
服
装�

■定
体
験
参
加
者
　
午
前
・
午
後
各
２５
人（
申

込
順
）�

■費
入
場
料
・
体
験
参
加
費
と
も
無
料�

■申
■問
８
月
１５
日
ま
で
に
窓
口
ま
た
は
電
話

で
、資
料
館
（
�
９９７
・
６
６
６
６
）
へ�

や
し
お
子
ど
も
週
末
活
動
等

支
援
事
業�

　
市
で
は
、
市
内
全
小
学
校
に
お
い
て
、

週
末
に
お
け
る
子
ど
も
の
自
由
な
遊
び
や

自
主
性
、
創
造
性
を
は
ぐ
く
む
学
習
拠
点

と
し
て
、
や
し
お
子
ど
も
週
末
活
動
実
行

委
員
会
が
主
体
と
な
り
、「
や
し
お
子
ど

も
土
曜
広
場
」
と
「
や
し
お
子
ど
も
体
験

教
室
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。�

★
や
し
お
子
ど
も
土
曜
広
場�

■日
７
月
か
ら
１２
月
ま
で
の
第
１
ま
た
は
第

３
土
曜
日
（
８
月
の
第
３
土
曜
日
除
く
）、

午
前
９
時
〜
正
午�

■場
市
内
各
小
学
校�

■内
小
学
校
の
校
庭
等
を
公
園
と
同
じ
よ
う

に
自
由
な
遊
び
場
と
し
て
開
放
し
、「
チ

ャ
レ
ン
ジ
ラ
ン
キ
ン
グ
、
親
子
グ
ラ
ウ
ン

ド
ゴ
ル
フ
、
む
か
し
遊
び
、
冒
険
遊
び
場
、

野
球
教
室
、
サ
ッ
カ
ー
教
室
」
な
ど
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。�

　
ぜ
ひ
、
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
！�

※
学
校
に
よ
っ
て
開
催
日
や
開
催
内
容
は

異
な
り
ま
す
。�

※
雨
天
時
は
中
止
と
な
り
ま
す
。�

����������

★
や
し
お
子
ど
も
体
験
教
室�

　
市
内
の
公
共
施
設
等
を
利
用
し
て
、
体

験
し
な
が
ら
楽
し
く
学
べ
る
教
室
を
開
催

し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
広
報
や
し
お
で
随

時
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。�

開
催
予
定�

・
た
の
し
い
キ
ッ
ズ
英
語
教
室
（
広
報
や

　
し
お
７
月
号
に
申
込
方
法
掲
載
）�

・
お
い
し
い
焼
き
た
て
パ
ン
づ
く
り
教
室�

・
お
も
し
ろ
科
学
教
室�

・
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
教
室�

・
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
教
室�

・
ク
リ
ス
マ
ス
お
菓
子
教
室�

・
ク
リ
ス
マ
ス
料
理
教
室�

■問
社
会
教
育
課
�
○内
３
５
７�

　老人保健を使って医療を受けた際に病院等の窓口で支払う一部
負担金については、所得に応じて（所得段階の目安の表を参照）
医療費の１割あるいは３割（平成１８年９月３０日までは２割）の負
担をすることになります。�
　なお、老人保健法施行令の一部が改正され、８月１日の定期判
定から一定以上所得者の収入額基準が、次のとおり変更となりま
した。�

収入額の変更�

　　①高齢者複数世帯�
　　　（変更前）６２１万円→（変更後）５２０万円�
　　②高齢者単身世帯�
　　　（変更前）４８４万円→（変更後）３８３万円�

老人保健制度�
　老人保健制度の対象となる方、定期判定による医療費の負担割合の見直し、高額医療
費制度などについてお知らせします。� 国保年金課���　 442内 問 

１割負担� 上記以外の方�

３割負担�
（平成１８年９月
３０日までは２割）�

課税所得（給与所得控除・基礎控除・配偶者
控除・社会保険料控除などの各種控除後の課
税所得）が１４５万円以上で、かつ同一世帯の
老人保健対象者および７０歳以上の方の合計収
入額が５２０万円以上（老人保健対象者１人世
帯の場合は、年収が３８３万円以上）�

（注）課税所得が年額１４５万円以上でも、年収が基準額未満の方は、申請により１割負担になる場合があります。�

（注）平成１８年１０月からは変更されることがあります。�

●公的年金等控除の見直し・老年者控除の廃止に伴う経過措置（２年間）�
　公的年金等控除の見直しおよび老年者控除の廃止により、新たに一定
以上所得者と判定された方で、次のいずれかにあてはまる場合は、申請
により「一定以上所得者」ではなく「一般」の自己負担限度額となります。�
①課税所得１４５万円以上２１３万円未満�
②年収が、高齢者が複数いる世帯で５２０万円以上６２１万円未満、または高
齢者のみの単身世帯で３８３万円以上４８４万円未満�
●老年者にかかわる住民税非課税措置の廃止に伴う経過措置�
　老年者にかかわる住民税非課税措置の廃止により、低所得世帯の世帯
員のうち一部が課税者になったが課税者が合計所得１２５万円以下で、平成
１７年１月１日現在６５歳以上のみの場合は、同一世帯内の非課税者は申請
により、医療費が高額になったときの自己負担限度額および食事の標準
負担額が「低所得Ⅱ※」の限度となります。�
※老齢福祉年金受給者は「低所得Ⅰ」となります。�

負担割合と判定基準が変更に�

高額医療費制度とは�

●外来・入院等自己負担限度額（月額）�

負担区分�

一　般�１割負担�１２，０００円� ４０，２００円�

２割負担�
（９月３０日まで）�４０，２００円�

７２，３００円＋医療費が３６１，５００円を超えた
場合は、その超えた分の１パーセントを加算�

一定以上�
所得者�

外来限度額� 入院および世帯ごとの限度額�

高額医療費に該当する方�

通常、診療月
から３カ月後
に、市から申
請に必要な書
類一式を郵送
します。�

同封の記入例を参考
に、口座等の必要事
項を記入のうえ、返
信用封筒（切手不要）
で申請してください。�
※申請の際、領収書
等の添付は必要あり
ません。�

申請された口座に
振り込みます。�
※一度申請されま
すと、以後、発生
する高額医療費は、
指定の口座に自動
的に振り込みます。�

低所得Ⅱの認定を受けることができま�
す。�
　☆１カ月の医療費の限度額は…�
�
�
�
　☆入院時の食事代については、過去�
　　１年間の入院日数が９０日を�
　　⇒超えない方は�
　　　１食につき２１０円�
　　⇒超える方は�
　　　１食につき１６０円となります。�

外来の限度額�入院および世帯の限度額�

８,０００円� ２４,６００円�

低所得Ⅰの認定を受けることができま�
す。�
　☆１カ月の医療費の限度額は…�
�
�
�
　☆入院時の食事代については、１食�
　　につき１００円となります。�

外来の限度額�入院および世帯の限度額�

８,０００円� １５,０００円�

新しい受給者証を郵送します�

―
無
形
文
化
財
の
「
長
板
中
型
」っ
て
何
？
―�

　１カ月間に医療機関に支払った自己負担金（保険外診療および
入院時の食事代を除く）をすべて合算し、次の限度額を超えた場合、
超えた額を申請により払い戻す制度です。�
　同じ世帯に老人保健で医療を受ける方が複数いる場合には、個人単
位で外来の限度額を適用した後、世帯の限度額を適用します。�

限度額適用・標準負担額減額認定�
　負担割合が１割とされている方のうち、次の要件に該当する方は、
「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定」を受けることが
できます。この認定を受けると、高額医療費を算定する際の限度
額と入院時の自己負担金および食事代がともに減額されます。�
　なお、減額認定を受けるためには申請が必要となりますが、世
帯員全員の所得状況が申告されていなければならず、また、住民
税を課税されている方が世帯に１人でもいると、認定を受けるこ
とはできません。�

負担割合と判定基準�
が変わります�

　平成１８年度の世帯状況および所得状況等に基づいて、今年度いずれの負担
区分に該当するかを判定し直し、８月１日から変更します。�
　負担割合に変更があった受給者の方には、７月末までに新しい負担区分を記
した受給者証を郵送します。�
　なお、負担区分に変更のない方は、これまで使用されている受給者証をお使
いください。�

　国民健康保険などの医療保険に加入している７５歳以上の方は、老人保健制度で医療を受
けます。また、６５歳以上でねたきりなど一定の障害がある方、あるいは平成１４年９月３０日ま
でに７０歳になった方（誕生日が昭和７年９月３０日以前の方）も老人保健の対象となります。�

　老人保健を使って医療を受けるときは、「保険証」と一緒に「医療受給者証」「健康手
帳」を窓口へ提示してください。�

対象者�

●所得段階の目安�

医療を受�
けるとき�

�

収入�

スポーツを通し健康増進�

長板中型の紫陽花の型紙�

やしお子どもおもしろ理科教室�

大曽根小学校「むかしの遊びを�
体験しよう！」�

おはなし会�

な
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ゅ
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お
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ぜ
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く�
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